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○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
十
一
号

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
貯
蔵

能
力
を
算
出
す
る
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

経
済
産
業
大
臣

林

幹
雄

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
貯
蔵
能
力
を
算
出
す
る
方
法
は
、
ガ
ス
工
作
物
の
種
類
に
応

じ
て
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
出
す
る
方
法
と
す
る
。

一

液
化
ガ
ス
用
貯
槽

＝Ｃ
１
ｗ

Ｖ
１

Ｗ

Ｗ
は
、
貯
蔵
能
力
（
単
位
：
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

は
、
〇
・
九
（
低
温
貯
槽
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
容
積
に
対
す
る
液
化
ガ
ス
を
貯
蔵
す
る
部
分
の
容
積
の
比
の
値
）

Ｃ１ｗ
は
、
常
用
の
温
度
に
お
け
る
液
化
ガ
ス
の
液
密
度
（
単
位
：
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト
ル
）

は
、
容
積
（
単
位
：
リ
ッ
ト
ル
）

Ｖ１

二

特
定
ガ
ス
発
生
設
備
に
係
る
容
器
及
び
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
に
係
る
容
器
で
あ
っ
て
、
内
部
に
液
化
ガ
ス
を
貯
蔵
す
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る
も
の

イ

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
容
器

Ｖ
１

Ｗ
＝

Ｃ
２

ロ

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一

号
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
バ
ル
ク
貯
槽
（
地
盤
面
下
に
埋
設
さ
れ
、
及
び
内
容
積
が
二
千
リ
ッ
ト
ル
以

上
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｗ

＝0
.
8
5
ｗ

Ｖ
１

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
容
器
以
外
の
容
器

Ｗ

＝0
.
9
ｗ

Ｖ
１

Ｗ
、

及
び
ｗ
は
前
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

Ｖ１

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
液
化
ガ
ス
の
種
類
（
二
種
以
上
の
液
化
ガ
ス
が
混
合
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主

Ｃ２

と
な
る
も
の
）
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
定
数
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液

化

ガ

ス

の

種

類

定

数

液
化
エ
チ
レ
ン

三
・
五
〇

液
化
エ
タ
ン

二
・
八
〇

液
化
プ
ロ
パ
ン

二
・
三
五

液
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

二
・
二
七

液
化
ブ
タ
ン

二
・
〇
五

液
化
ブ
チ
レ
ン

二
・
〇
〇

三

ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
、
特
定
ガ
ス
発
生
設
備
に
係
る
容
器
及
び
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
に
係
る
容
器
で
あ
っ
て
、
内
部
に
圧

縮
ガ
ス
を
貯
蔵
す
る
も
の

Ｑ

＝
（1
0
Ｐ

＋１

）Ｖ
２

Ｑ
は
、
貯
蔵
能
力
（
単
位
：
立
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｐ
は
、
ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー
に
あ
っ
て
は
最
高
使
用
圧
力
、
特
定
ガ
ス
発
生
設
備
に
係
る
容
器
及
び
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
に

係
る
容
器
に
あ
っ
て
は
温
度
三
十
五
度
に
お
け
る
最
高
圧
力
（
単
位
：
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
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は
、
容
積
（
単
位
：
立
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｖ２


